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１、直轄事業の各種検定会･研修会の申込期限について
①シクミネットでの直轄事業の参加申込締切日について
②シクミネットでの直轄事業の参加申込後の参加料･検定料等の支払期限について
③参加料、検定料等の支払い後の変更(会場変更等含む)について

２、教育本部関連の規約改正の一部について
①513 公認スキー検定員規程
②514 公認スキー検定員クリニック開催基準要項

３、教育本部(普及事業課)からのお願い

４、教育本部関連の問い合わせ先等について
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①今シーズンより、シクミネットでの直轄事業の参加申込締切日を
原則水曜日に設定しました。
但し、祝日の場合は前営業日とさせて頂きます。
⇒来シーズンも引き続き継続します。

②今シーズンより、シクミネットでの事業の参加申込後の
参加料、検定料等の支払期限が設定されました。
支払期限までに支払いされなかった場合、自動的に申込みが取り消され、
その旨シクミネットマイページにご登録のメールアドレスに通知します。
その後の再申込み･再支払いも出来ません。

③参加料、検定料等の支払い後は、変更（会場変更等含む）できません。

※上記②③は今シーズンも何件かありましたので、十分にご注意ください。
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① 513 公認スキー検定員規程
 第18条（受検資格）第１項（１）② 及び 第２項
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② 514 公認スキー検定員クリニック開催基準要項
７（３）
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①加盟団体主管事業のイベント申請は、イベント申請期間までにお願いします。
⇒正式には8月中旬ころにご案内しますが、今年も9月上旬から開始し、

10月末日締切りを予定しています。
⇒研修会やクリニック、検定会の、責任者･主任講師･主任検定員になれる
方の資格要件をよくご確認いただき、該当者を選任し申請をお願いします。
資格要件に該当しない場合や記載内容不備は、差戻しいたします。

②加盟団体主管事業でシクミネットの出欠や合否登録を間違えた等で修正が
必要な場合は、「【様式】加盟団体主管事業におけるシクミネット出欠・合否登

録後の修正依頼書」の所定の様式にて必要事項を漏れなく記載し、ご提出ください。
⇒様式は加盟団体専用ページにあります。
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担当職員

普及事業課 皆川 義隆、兵藤 明子、芹澤 伊香

バッジ等の各種送金案内書、教育本部関係の各種推薦書・申請書の送付、
その他お問い合わせは、普及事業課(教育本部)のメールアドレスへ送信して
ください。上記担当職員が確認できます。
また、来シーズンより公認スキー学校の申請関係も下記のメールアドレスと
なります。

普及事業課メールアドレス
saj-e@ski-japan.or.jp
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今シーズンも大変お世話になりました。

来シーズンも引き続きよろしくお願いいたします。

事務局 普及事業課 一同
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